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【届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券に係るファンドの

名称】

ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

＜資産成長コース＞

ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

＜年3％定率払出しコース＞

ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

＜年5％定率払出しコース＞

ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

＜年7％定率払出しコース＞

【届出の対象とした募集（売出）

内国投資信託受益証券の金額】

各ファンドにつき、上限１兆円

 
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年9月15日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

繰上償還に伴う記載事項の一部に訂正事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

 

２【訂正箇所および訂正事項】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。
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第一部 【証券情報】

 

（7）【申込期間】

＜訂正前＞

　　　2023年9月16日（土曜日）から2024年3月15日（金曜日）まで

　　　なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

　＜訂正後＞

2023年9月16日（土曜日）より2023年10月18日（水曜日）まで
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第二部【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

 

１ 【ファンドの性格】

（2）【ファンドの沿革】

　＜訂正前＞

2018年12月17日 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始

2022年８月１日 ファンドの委託会社としての業務をＳＢＩ地方創生アセットマネジメント

株式会社からＳＢＩアセットマネジメント株式会社（2022年８月１日に、

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメン

ト・マネジメント株式会社、ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会

社の３社合併。ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合

併後は同社名を継承）に承継

 

　＜訂正後＞

2018年12月17日 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始

2022年８月１日 ファンドの委託会社としての業務をＳＢＩ地方創生アセットマネジメント

株式会社からＳＢＩアセットマネジメント株式会社（2022年８月１日に、

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメン

ト・マネジメント株式会社、ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会

社の３社合併。ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合

併後は同社名を継承）に承継

2023年11月6日 繰上償還（予定）

 

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（3）【信託期間】

 

　＜訂正前＞

本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年12月15日までとします。

ただし、信託期間の延長が受益者に有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、

後記の「（５）その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。

 

　＜訂正後＞

本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2023年11月6日までとします。

※本ファンドは、繰上償還により2023年11月6日をもって信託期間が終了します。
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